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　厚生労働省のデータから、2016 年度の我が国の平均
寿命は男性 80.98 歳、女性 87.14 歳と高齢化が益々進
んでいる。超高齢化社会を迎え、高齢者の健康維持が
国家的な課題となっており、高齢者への医療の需要が
益々高まっている。加齢による疾患を未然に予防、改
善させることで健康長寿をもたらすアンチエイジング
医学という分野が注目を浴びている。天然物ウコン由
来のポリフェノールであるクルクミンは、古くからイ
ンドではアーユルヴェーダ薬として、中国では漢方薬
として用いられて来た。最近の研究により、クルクミ
ンは抗ガン作用、抗炎症作用、抗酸化作用や細胞保護
作用といった多面的な作用を有し、生体内で様々な生
理活性を持つことが明らかとなりつつある。このよう
に多機能性を持つ天然物由来の機能性食品であるクル
クミンが、心疾患、ガン、糖尿病、炎症性疾患など様々
な疾患に対する治療効果を持つことが期待されている。
しかしながら　多くの研究は前臨床試験の結果であり、
ヒトを対象としたエビデンスが乏しい。本発表では、
クルクミンの効果について、我々の行った臨床試験に
ついて総括し、クルクミンの臨床応用への可能性につ
いて考察する。
　筆者らは天然成分であるクルクミンが心不全の進展
を抑制することを動物モデルで明らかにした。ヒトで
の介入試験に際し、クルクミンは難水溶性でバイオア
ベイラビリティが極めて低いことが最大の問題点で
あったが、我々は高吸収性クルクミン製剤であるセラ
クルミン ® の開発に成功し、ヒトへの利用の道が開けた。
①第 I 相臨床試験として健常ボランティアに対しセラク
ルミン ®60 mg/day を投与したところ、血漿中クルクミ
ン濃度はラットでの心不全治療域である血中濃度以上
となることが示された。②第 II 相臨床試験では左室収
縮能が正常である高血圧性心肥大患者を対象に、セラ
クルミン ®60 mg/day 及びプラセボを 24 週間内服しても
らった。その結果、左室拡張能の指標である E/E’が投
与前後で有意に改善し、プラセボ群と比較しても有意
に改善する結果が得られた。③軽度 COPD 患者を対象
にセラクルミン ® とプラセボを用いた二重盲無作為化
群間並行比較試験を施行し、セラクルミン ® 群は、プ
ラセボ群と比較して、アテローム性動脈硬化症を促進
する酸化修飾 LDL であるα1 アンチトリプシン－ LDL
複合体低密度リポタンパク複合体（AT-LDL）の変化率
を有意に低下した。すなわち、セラクルミン ® が AT-
LDL のレベルを低下させることから、軽度の COPD 患
者における将来的な心血管イベントの予防につながる

可能性が示唆された。④アセトアルデヒドの代謝によ
るセラクルミン ® の効果を検証するために、健常成人
男性に対してクロスオーバーヒト臨床試験を行ったと
ころ、セラクルミン ® を摂取した群では、摂取しなかっ
た群と比較して、飲酒による血中アセトアルデヒド濃
度の上昇が有意に抑制された。さらに、健常者にセラ
クルミン ® を朝夕 90mg ずつ 1 か月摂取してもらい、肝
機能マーカー値の変化を調べたところ、セラクルミン ®

の摂取で AST、ALT、γ-GTP が有意に減少した。⑤糖
能障害を有する患者を対象とした臨床試験では、セラ
クルミン ® は糖尿病の指標である HbA1c を変化させな
かったが、TG を有意に減少させた。
　天然クルクミン粉末よりも吸収効率のよい高吸収ク
ルクミン製剤セラクルミン ® の作成に成功し、低用量
で心不全改善効果や COPD 患者の炎症改善効果、肝機
能改善効果、脂質代謝異常改善といった生活習慣病と
密接に関連する疾患に対し改善・予防する効果がある
ことが明らかとなった。本発表で取り上げた疾患以外
にも、クルクミンを用いたがん、アルツハイマー、統
合失調症、脂肪肝、クローン病や潰瘍性大腸炎といっ
た疾患を対象としたヒト臨床試験が国内外で進行中で
ある。クルクミンには多面的作用があることから、一
剤で多くの疾患を治療ないし予防できる薬物となりう
る可能性を秘めている（図 1）。安価で安全性が確認さ
れた機能性食品であるクルクミンを用いた新規治療法
開発は、今後益々増加する超高齢者の QOL の向上、さ
らには医療費の削減につながることが期待され、社会
への貢献度は多大である。

Keynote Lecture Ⅱ

機能性食品による
生活習慣病治療

演者：森本　達也 先生
静岡県立大学薬学部 分子病態学講座 教授

座長：長谷川　浩二 先生（国立病院機構京都医療センター 展開医療研究部 部長）
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図 1	 クルクミンの臨床応用の可能性
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　SGLT2 阻害薬はその基本的な薬理画的作用から派生
した多彩な作用を有するため、大規模臨床試験で認め
られた心血管イベント抑制効果のメカニズムを一言で
述べるのは困難である。その中で、従来の糖尿病治療
薬ではその介入から 10 年以上経過して初めてイベント
抑制効果が認められることが定石となっていたことか
ら、SGLT2 阻害薬に特異的な作用としてはこの短期間
のうちに大きな心血管イベント抑制効果が認められ、
その中でも早期からの心不全アウトカムの改善が大き
く寄与していたことを考慮すると、利尿効果による前
負荷・後負荷の減少に伴う血圧や心筋酸素需要の低下
といったヘモダイナミックな効果が投与開始直後の急
性期から出現し心保護効果をまずは発揮したと考える
のがリーズナブルであろう。当然、この心不全に対す
る効果に対しては、ケトン体増加による心筋代謝効率
の改善や、心不全において活性が上昇し心臓の組織障
害に関与するとされている Na+ /H+ 交換輸送体 (NHE3)

を阻害することによる直接的な心保護効果なども推定
されている。さらに、一般的な利尿薬の使用が控えら
れることにより、その利尿薬に起因する電解質異常及
び致死性不整脈などの抑制も結果的に死亡率の改善に
つながったとも考えられる。いずれにせよ、従来の糖
尿病治療薬では、心不全関連のアウトカムに対する有
効性は十分確立されておらず、明確な糖尿病患者に対
する心不全予防戦略も依然確立していなかったことか
ら、SGLT2 阻害薬が糖尿病患者における心不全予防戦
略の最も有力な薬剤の候補であると考えられている。
さらに、糖尿病との関連が強く未だ治療法の確立して
いない HFpEF に対する臨床試験もグローバルでは実施
される予定となっており、心不全治療におけるパラダ
イムシフトが期待されている。

特別講演

心不全治療の
パラダイムシフト

演者：野出　孝一 先生
佐賀大学医学部内科学講座 主任教授

座長：的場　聖明 先生（京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授）

図 1
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

学術集会参加記

8 月半ばの早朝、あまりにも激しい雷鳴に目が覚
め、天気予報を見ようとテレビをつけると、目に飛
び込んできたのは「バルセロナでテロ」の文字でし
た。それから 1 週間も経たないうちに私たちはどこ
か不安な気持ちを抱えながらその地を訪れることに
なりました。

第 22 回国際心血管薬物療法学会 ( 22nd Annual 

Scientific Meeting of the International Society of 

Cardiovascular Pharmacotherapy ; ISCP ) は 2017 年 8

月 24 日から 25 日にかけてスペイン カタルーニャ
地方のバルセロナで開催されました。バルセロナは
スペインの首都であるマドリッドに次ぐ第二の都市
で、カタルーニャ語こそが自分たちの言語でありス
ペイン語は第二言語というように考えている人もい
るほど、独自の文化と歴史を育んできた地です。バ
ルセロナで何よりも有名なのは、今も建築が続けら
れており世界遺産であるサグラダ・ファミリア聖堂
をはじめとしたアントニ・ガウディの建築物です

（図 1）。ガウディによる建築物はカサ・ミラ、カサ・
バトリョ、グエル公園などがありますが、ガウディ
のほかにもモデルニスモと呼ばれる芸術様式のなか

で建てられた独特な造形をしている建造物を町のあ
ちこちで見ることができました。「芸術には人を癒
す力がある」というモンタネールの考えにより建て
られたサン・パウ病院は世界遺産に登録されるほど
の美しいタイルや彫刻、ステンドグラスの装飾が施
されていて壮観でした。見た目だけでなく、病棟を
つなぐ地下通路など病院としての機能も隅々まで考
慮されており、医療従事者としてとても感じ入るも
のがありました（図 2）。

美しい建造物や街並みのほかに、スペインと言え
ば食べ物が美味しいということは世界的にもよく知
られています。地中海に面した恵まれた自然によ
り、海の幸も山の幸も絶品です。代表的な食べ物で

ISCP2017バルセロナに参加して
嶋田　清香

国立病院機構京都医療センター　展開医療研究部

図 2. サン・パウ病院

図 1. 夜のサグラダ・ファミリア 図 3. パエリヤ
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あるパエリヤはレストランごとに特徴があり、滞在
中何度も食べる機会がありましたが、何れも魚介類
の味が凝縮されておりとても美味しくいただきまし
た（図 3）（図 4）。他にはオリーブや生ハムも有名
ですが、生ハムは市場の中に専門店があるほどでし
た（図 5）。この、生ハム専門店がある市場「サン・
ジュセップ市場（通称ボケリア市場）」はランブラ
ス通りに面していました。ランブラス通りといえば
冒頭のテロが起こった通りです。追悼の場のおびた
だしい数の鮮やかな花やろうそくからは、悲しさよ
りもこの辛い出来事を乗り切って生きていこうとい
う前向きな感情が伝わってきました（図 6）。また、
滞在中には「テロに屈しない」という気持ちを込め
たデモが開催されました（図 7）。国王・首相・州
知事も参加し、50 万人もの参加者があったそうで
す。このようなデモに遭遇したのは初めてで驚いた
のですが、後にカタルーニャ州独立運動のデモ、独
立反対派のデモが起こり、この地域では何か意見を
主張する際はデモをするということがそう珍しくな
いのかもしれないなと、文化の違いを感じました。

さて、今回の学会はバルセロナの町の中心地か
ら少し離れた「大学地区」と呼ばれる地域にある 

"Palau de Congressos de Catalunya" で開催されました。
講演は 1 回のセッションで 6 ～ 7 人の先生がそれ

ぞれ自分のテーマで講演をされて、その後にディ
スカッションが行われるという形式でした。特
に J-ISCP 副理事長の吉田雅幸先生が発表された
PCSK9 については活発に質疑応答がなされていま
した。自分には馴染みの薄い分野の話だと全くわか
らないものもありましたが、スライドの色使いやグ
ラフや表のレイアウトなど、「なるほどこういうふ
うに見せるとわかりやすいな」と何かしら勉強にな
りました。

ポスター発表は特に決められた時間に順番に発表
するというのではなく、興味を持ってくださった人
と直接質疑応答を行うという形式でした。こういう
場合、ポスターを見てくださっている人がいたらこ
ちらから積極的に話しかけないといけないため、普
通の発表以上に英語やコミュニケーション能力が必

図 4. 海辺のレストランにて

図 5. 市場の中にある生ハム専門店

図 6. ランブラス通りの追悼の花々やろうそく

図 7. 「テロに屈しない」という強い意思をあらわすデモ
        “LA PAU” は「平和」
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要とされるので、普段からそれらの能力を身に着け
ておかないとなぁと感じました。私は入賞には至り
ませんでしたが、共同研究者である小見山麻紀先生
がみごと Best Poster –Second Prize を受賞されました

（図 8）。

ランチやコーヒーブレイクはポスター発表の会場
となっている部屋へ移動してビュッフェ形式のお料
理をいただきながら、他の研究者たちと交流する場
となっていました。一日中講演に参加するのに意外
と集中力が保てたのは、このようなメリハリのある
生活になっていたからかもしれません。ISCP 本会は
他の学会と共催になることもありますが、今回は単
独で開催されたようで、こぢんまりと、しかし学生
ボランティアの活躍や、一部屋で集中して話を聞け
る環境、一堂に会して休憩時間を過ごすため、合宿
のようなアットホームな雰囲気に包まれていました。

今回の学会で特に印象に残ったのは、手紙を読
む Antoni Bayés-Genis 先生を暖かい眼差しで見守る
Antoni Bayés de Luna 先生の姿です。同じ仕事を選
び活躍する息子を誇らしく、また嬉しく思ってい
らっしゃる様子が伝わってきました（図 9）。

さて、いよいよ来年は J-ISCP 理事長である長谷
川先生を学会長として京都で ISCP 本会が開催され
ます（図 10）。今回はボランティアの学生さんたち

により大変丁寧に暖かく接していただきとても充実
した学会の日程を過ごすことができたので、私も多
くの人の記憶に残るような会になるように皆様をお
迎えする側として力を注ぎたいと思います。

最後になりましたが、本学会に参加させていただ
き貴重な機会を与えてくださいました J-ISCP の長
谷川浩二理事長と関係者の方々、発表した研究に携
わり多大な貢献をしてくださった皆様、今回ご一緒
させていただきました森本達也先生、砂川陽一先生
をはじめとする静岡県立大学分子病態学の皆様、川
崎病院の松田守弘先生に深く感謝し、お礼を申し上
げます。

図 9. Antoni Bayés de Luna先生とAntoni Bayés-Genis先生

図 8. Best Poster –Second Prizeを受賞された小見山先生
とともに

図 10. 次期 ISCP本会が開催される京都の魅力を紹介す
る長谷川先生
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第1章　総則

（名称）
第 1 条　この法人は、特定非営利活動法人国際
心血管薬物療法学会日本部会（英語名：Japan 
Section for International Society of Cardiovascular 
Pharmacotherapy, 略称名：J-ISCP）という。

（事務所）
第 2 条	 この法人は、主たる事務所を京都府京都市
伏見区深草枯木町　15 番地　ルミエール藤ノ森 407
に置く。 

第2章　目的及び事業

（目的）
第 3 条　この法人は、心臓血管系疾患の薬物療法の
研究に関する事業を推進し、我が国における心臓血
管系疾患の薬物療法の進歩普及に貢献し、国民の健
康増進及び医療の発展に寄与することを目的とす
る。

（特定非営利活動の種類）
第 4 条　この法人は、前条の目的を達成するため、
次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
　（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　（2）社会教育の推進を図る活動　
　（3）‌�学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る

活動
　（4）国際協力の活動
　（5）科学技術の振興を図る活動

（事業）
第 5 条　この法人は、第 3 条の目的を達成するため、
特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
　（1）‌�心臓血管系疾患の薬物療法に関する学術集会、

研究会、教育研修会及び市民公開講座の開催
　（2）‌�心臓血管系疾患の薬物療法に関する情報提供

及び情報伝達のためのホームページ運営事業
　（3）‌�その他、この法人の目的を達成するために必

要な事業

第3章　会員

（種別）
第 6 条　この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員
をもって特定非営利活動促進法（以下　「法」とい
う。）上の社員とする。
　（1）‌�正会員　この法人の目的に賛同して入会した

個人及び団体
　（2）‌�賛助会員　 この法人の活動を賛助するため

に入会した個人及び団体

（入会）
第 7 条　会員の入会について、特に条件は定めない。
2　‌�会員として入会しようとするものは、会員の種

別を記載した入会申込書により、理事長に申し
込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、
入会を認めなければならない。

3　‌�理事長は、前項のものの入会を認めないときは、
速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ
の旨を通知しなければならない。

（会費）
第 8 条　会員は、総会において別に定める会費を納
入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第 9 条　会員が次の各号の一に該当するに至ったと
きは、その資格を喪失する。
　（1）退会届の提出をしたとき。
　（2）‌�本人が死亡し、又は会員である団体が消滅し

たとき。
　（3）継続して 3 年以上会費を滞納したとき。
　（4）除名されたとき。

（退会）
第 10 条　会員は、理事長が別に定める退会届を理
事長に提出して、任意に退会することができる。

（除名）
第 11 条　会員が次の各号の一に該当するに至った
ときは、総会の議決により、これを除名することが

特定非営利活動法人　国際心血管薬物療法学会日本部会 定款
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できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁
明の機会を与えなければ　ならない。
　（1）この定款に違反したとき。
　（2）‌�この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する

行為をしたとき。

（拠出金品の不返還）
第 12 条　既納の会費及びその他の拠出金品は、返
還しない。

第4章　役員及び職員

（種別及び定数）
第 13 条　この法人に次の役員を置く。
　（1）理　事　3 人以上 20 人以内
　（2）監　事　1 人以上 3 人以内
2　‌�理事のうち、1 人を理事長、5 人以内を副理事長

とする。

（選任等）
第 14 条　理事及び監事は、総会において選任する。
2　�理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3　�役員のうちには、それぞれの役員について、そ

の配偶者若しくは 3 親等以内の親族が　1 人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者
及び 3 親等以内の親族が役員の総　数の 3 分の
1 を超えて含まれることになってはならない。

4　�監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねること
ができない。

（職務）
第 15 条　理事長は、この法人を代表し、その業務
を総理する。
2　�理事長以外の理事は、この法人の業務について、

この法人を代表しない。
3　�副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あ

るとき又は理事長が欠けたときは、理事長があ
らかじめ指名した順序によって、その職務を代
行する。

4　�理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理
事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5　�監事は、次に掲げる職務を行う。

　（1）理事の業務執行の状況を監査すること。
　（2）この法人の財産の状況を監査すること。
　（3）‌�前 2 号の規定による監査の結果、この法人の

業務又は財産に関し不正の行為又は法　　　
令若しくは定款に違反する重大な事実がある
ことを発見した場合には、これを総会又　　
　は所轄庁に報告すること。

　（4）‌�前号の報告をするため必要がある場合には、
総会を招集すること。

　（5）‌�理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の
状況について、理事に意見を述べ、若　　　
しくは理事会の招集を請求すること。

（任期等）
第 16 条　役員の任期は、2 年とする。ただし、再
任を妨げない。
2　‌�前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が

選任されていない場合に限り、任期の　末日後
最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3　�補欠のため、又は増員によって就任した役員の
任期は、それぞれの前任者又は現任者　の任期
の残存期間とする。

4　�役員は、辞任又は任期満了後においても、後任
者が就任するまでは、その職務を行わ　なけれ
ばならない。

（欠員補充）
第 17 条　理事又は監事のうち、その定数の 3 分の
1 を超える者が欠けたときは、遅滞なく　これを補
充しなければならない。

（解任）
第 18 条　役員が次の各号の一に該当するに至った
ときは、総会の議決により、これを解任することが
できる。この場合、その役員に対し、議決する前に
弁明の機会を与えなければならない。
　（1）�心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと

認められるとき。
　（2）�職務上の義務違反その他役員としてふさわし

くない行為があったとき。
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（報酬等）
第 19 条　役員は、無報酬とする。
2　�役員には、その職務を執行するために要した費

用を弁償することができる。
3　�前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。

（職員）
第 20 条　この法人に、事務局長その他の職員を置
くことができる。
2　�職員は、理事長が任免する。

第5章　総会

（種別）
第 21 条　この法人の総会は、通常総会及び臨時総
会の 2 種とする。

（構成）
第 22 条　総会は、正会員をもって構成する。

（権能）
第 23 条　総会は、以下の事項について議決する。
　（1）定款の変更
　（2）解散
　（3）合併
　（4）事業計画及び活動予算並びにその変更
　（5）事業報告及び活動決算
　（6）役員の選任又は解任及び職務
　（7）会費の額
　（8）�借入金（その事業年度内の収益をもって償還

する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。）
その他新たな義務の負担及び権利の放棄

　（9）事務局の組織及び運営
　（10）その他運営に関する重要事項

（開催）
第 24 条　通常総会は、毎年 1 回開催する。
2　�臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開

催する。
　（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
　（2）�正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的

である事項を記載した書面又は電磁的方法を
もって招集の請求があったとき。

　（3）�第 15 条第 5 項第 4 号の規定により、監事か
ら招集があったとき。

（招集）
第 25 条　総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、
理事長が招集する。
2　�理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定

による請求があったときは、その日から 90 日以
内に臨時総会を招集しなければならない。

3　�総会を招集するときは、会議の日時、場所、目
的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法
により、少なくとも 5 日前までに通知しなけれ
ばならない。

（議長）
第 26 条　総会の議長は、理事長とする。

（定足数）
第 27 条　総会は、正会員総数の 5 分の 1 以上の出
席がなければ開会することができない。

（議決）
第 28 条　総会における議決事項は、第 25 条第 3 項
の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2　�総会の議事は、この定款に規定するもののほか、

出席した正会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

3　�理事又は社員が総会の目的である事項について
提案した場合において、社員の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の社員総会の決議があっ
たものとみなす。

（表決権等）
第 29 条　各正会員の表決権は、平等とする。
2　�やむを得ない理由のため総会に出席できない正

会員は、あらかじめ通知された事項について書
面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他
の正会員を代理人として表決を　委任すること
ができる。
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3　�前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、
第 28 条第 2 項、第 30 条第 1 項第 2 号及び第 51
条の適用については、総会に出席したものとみ
なす。

4　�総会の議決について、特別の利害関係を有する
正会員は、その議事の議決に加わることができ
ない。

（議事録）
第 30 条　総会の議事については、次の事項を記載
した議事録を作成しなければならない。
　（1）日時及び場所
　（2）�正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁

的方法による表決者又は表決委任者がある場
合にあっては、その数を付記すること。）

　（3）審議事項
　（4）議事の経過の概要及び議決の結果
　（5）議事録署名人の選任に関する事項
2　�議事録には、議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人 1 人以上が署名、押　印しな
ければならない。

3　�前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又
は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
により、総会の決議があったとみなされた場合
においては、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。

　（1）�総会の決議があったものとみなされた事項の
内容

　（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
　（3）総会の決議があったものとみなされた日
　（4）議事録の作成を行った者の氏名

第6章　理事会

（構成）
第 31 条　理事会は、理事をもって構成する。

（権能）
第 32 条　理事会は、この定款で定めるもののほか、
次の事項を議決する。

　（1）総会に付議すべき事項
　（2）総会の議決した事項の執行に関する事項
　（3）�その他総会の議決を要しない会務の執行に関

する事項

（開催）
第 33 条　理事会は、次の各号の一に該当する場合
に開催する。
　（1）理事長が必要と認めたとき。
　（2）�理事総数の過半数以上から会議の目的であ

る事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき。

　（3）�第 15 条第 5 項第 5 号の規定により、監事か
ら招集の請求があったとき。

（招集）
第 34 条　理事会は、理事長が招集する。
2　�理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による

請求があったときは、その日から 30 日以内に理
事会を招集しなければならない。

3　�理事会を招集するときは、会議の日時、場所、
目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方
法により、少なくとも 5 日前までに通知しなけ
ればならない。

（議長）
第 35 条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（議決）
第 36 条　理事会における議決事項は、第 34 条第 3
項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2　�理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

3　理事長が理事会の目的である事項について提案
した場合において、理事の全員が書面又は電磁的方
法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を
可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（表決権等）
第 37 条　各理事の表決権は、平等とする。
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2　�やむを得ない理由のため理事会に出席できない
理事は、あらかじめ通知された事項について書
面又は電磁的方法をもって表決することができ
る。

3　�前項の規定により表決した理事は、前条第 2 項
及び次条第 1 項第 2 号の適用については、理事
会に出席したものとみなす。

4　�理事会の議決について、特別の利害関係を有す
る理事は、その議事の議決に加わることができ
ない。

（議事録）
第 38 条　理事会の議事については、次の事項を記
載した議事録を作成しなければならない。
　（1）日時及び場所
　（2）�理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又 

 は電磁的方法による表決者にあっては、その 
 旨を付記すること。）

　（3）審議事項
　（4）議事の経過の概要及び議決の結果
　（5）議事録署名人の選任に関する事項
2　�議事録には、議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人 1 人以上が署名、押印しなけ
ればならない。

3　�前 2 項の規定に関わらず、理事全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたことに
より、理事会の決議があったとみなされた場合
においては、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。

（1）�理事会の決議があったものとみなされた事項 
  の内容

　（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
　（3）理事会の決議があったとみなされた日
　（4）議事録の作成を行った者の氏名

第7章　資産及び会計

（資産の構成）
第 39 条　この法人の資産は、次の各号に掲げるも
のをもって構成する。
　（1）設立当初の財産目録に記載された資産
　（2）会費

　（3）寄附金品
　（4）財産から生じる収益
　（5）事業に伴う収益
　（6）その他の収益

（資産の区分）
第 40 条　この法人の資産は、特定非営利活動に係
る事業に関する資産の 1 種とする。

（資産の管理）
第 41 条　この法人の資産は、理事長が管理し、そ
の方法は、総会の議決を経て、理事長が　別に定め
る。

（会計の原則）
第 42 条　この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げ
る原則に従って行うものとする。

（会計の区分）
第 43 条　この法人の会計は、特定非営利活動に係
る事業に関する会計の 1 種とする。

（事業計画及び予算）
第 44 条　この法人の事業計画及びこれに伴う活動
予算は、理事長が作成し、総会の議決を　経なけれ
ばならない。

（暫定予算）
第 45 条　前条の規定にかかわらず、やむを得ない
理由により予算が成立しないときは、理事長は、理
事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の
予算に準じ収益費用を講じることができる。
2　�前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益

費用とみなす。

（予備費の設定及び使用）
第 46 条　予算超過又は予算外の支出に充てるため、
予算中に予備費を設けることができる。
2　予備費を使用するときは、理事会の議決を経な
ければならない。

（予算の追加及び更正）
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第 47 条　予算成立後にやむを得ない事由が生じた
ときは、総会の議決を経て、既定予算の　追加又は
更正をすることができる。

（事業報告及び決算）
第 48 条　この法人の事業報告書、活動計算書、貸
借対照表及び財産目録等の決算に関する　書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監
事の監査を受け、総会の議　決を経なければならな
い。
2　�決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰

り越すものとする。

（事業年度）
第 49 条　この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に
始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

（臨機の措置）
第 50 条　予算をもって定めるもののほか、借入金
の借入れその他新たな義務の負担をし、　又は権利
の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ
ればならない。

第8章　定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）
第 51 条　この法人が定款を変更しようとするとき
は、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数に
よる議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する
以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけ
ればならない。
　（1）目的
　（2）名称
　（3）�その行う特定非営利活動の種類及び当該特定

非営利活動に係る事業の種類
　（4）�主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所

轄庁変更を伴うものに限る。）
　（5）社員の資格の得喪に関する事項
　（6）�役員に関する事項（役員の定数に関する事項

を除く）
　（7）�会議に関する事項
　（8）�その他の事業を行う場合における、その種類

その他当該その他の事業に関する事項

　（9）�解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事
項に限る）

　（10）�定款の変更に関する事項

（解散）
第 52 条　この法人は、次に掲げる事由により解散
する。
　（1）総会の決議
　（2）�目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
　（3）正会員の欠亡
　（4）合併
　（5）破産手続き開始の決定
　（6）所轄庁による設立の認証の取消し
2　�前項第 1 号の事由によりこの法人が解散すると

きは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得な
ければならない。

3　�第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所
轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）
第 53 条　この法人が解散（合併又は破産による解
散を除く。）したときに残存する財産は、　法第 11
条第 3 項に掲げる者のうち、総会で議決したものに
譲渡するものとする。

（合併）
第 54 条　この法人が合併しようとするときは、総会
において正会員総数の 4 分の 3 以上の多数による議
決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章　公告の方法

（公告の方法）
第 55 条　この法人の公告は、この法人の掲示場に
掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章　雑則

（細則）
第 56 条　この定款の施行について必要な細則は、
理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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附　則

1　この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2　�この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者と

する。
　 理事長　　　長谷川　浩二
　 副理事長　　佐田　政隆
　 理事　　　　吉田　雅幸
　 理事　　　　沢村　達也
　 理事　　　　池田　隆徳
　 理事　　　　野出　孝一
　 監事　　　　森本　達也
3　�この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第

1 項の規定にかかわらず、成立の日　から 2013
年 5 月 31 日までとする。

4　�この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、
第 44 条の規定にかかわらず、設立　総会の定め
るところによるものとする。

5　�この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規
定にかかわらず、成立の日からその　事業年度
末までとする。

6　�この法人の設立当初の会費は、第 8 条の規定に
かかわらず、次に掲げる額とする。

　（1）�正会員会費 
一口　5,000 円（一口以上）

　（2）�賛助会員会費 
一口　5,000 円（二十口以上）
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認定NPO法人 国際心血管薬物療法学会日本部会

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017改訂のポイント
脂質異常症治療薬の現況と将来展望 スタチン
脂質異常症治療薬の現況と将来展望 フィブラートへの期待
脂質異常症治療薬の現況と将来展望 エゼチミブ
ω 3 系多価不飽和脂肪酸による心血管イベント抑制効果
動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017と家族性高コレステロール血症
CETP 阻害薬現状と展望

■ Review

■ J-ISCP研究会報告
脂質・糖代謝異常と心血管疾患研究会
第3回COPD・CKD・糖尿病と心血管疾患研究会

編集委員長：佐賀大学 医学部 循環器内科　野出 孝一

■ 学術集会参加記
ISCP2017 バルセロナに参加して
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